
交付要綱
実施要領

取扱要領の
適用

手続

納付金

財
産
処
分
内
容

当該事業に係る社会資源が当該地
域において充足していると判断の下
に行う転用・貸付・譲渡・交換・取壊

し・廃棄

経
過
年
数
１
０
年
以
上

担
保
に
供
す
る
こ
と

（
抵
当
権
の
設
定

）

経
過
年
数
が
１
０
年
未
満
で
あ
る
助
成
対
象
財
産
の
う
ち

、
市
町
村
の
合
併

の
特
例
に
関
す
る
法
律
又
は
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
に
規

程
す
る
計
画
に
基
づ
く
も
の

承認申請 理事長への報告

第4条
1(３)

有　　償

貸
付
・
譲
渡
等

財産処分承認に係る基準（地方公共団体）

有

理
事
長
が
個
別
に
認
め
る
も
の

助成対象財産を財産処分する場合には、理事長の承認が必要

無　　　償

第4条
1(2)イ

第4条
1(2)ア

災
害
に
よ
り
損
壊
若
し
く
は
火
災
等
に
よ
り
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
助
成
対
象
財
産
又
は
構
造
上

危
険
な
状
態
に
あ
る
助
成
対
象
財
産
の
取
壊
し
又
は
廃
棄

右
記
以
外
で
の
転
用
・
貸
付
・
譲
渡
・
交
換
・
取
壊
し
・
廃
棄

第5条
1(1）ア(ア)

過
去
の
財
産
処
分
に
伴
い

、
助
成
金
等
の
全
部
に
相
当
す
る
金
額
の
返
納
が
済
ん
で
い
る
場
合

助
成
対
象
財
産
の
更
新
を
目
的
と
す
る
取
壊
し
又
は
廃
棄
で
あ
っ
て

、
処
分
す
る
助
成
対
象
財
産

の
処
分
制
限
期
間
の
残
存
年
数
の
間

、
更
新
に
よ
り
取
得
す
る
財
産
が
ス
ポ
ー
ツ
振
興
を
目
的
と

し
て
使
用
さ
れ
る
も
の

（
更
新
に
よ
り
取
得
す
る
財
産
を
助
成
金
の
交
付
を
受
け
て
取
得
す
る
場

合
を
除
く

。

）

第5条
1(1）ア(イ)

承認申請

地
方
再
生
法
第
5
条
の
規
定
に
よ
り

、
地
域
再
生
計
画
の
認
定
申
請
を
行
い

、
内
閣
総
理
大
臣
の

認
定
を
受
け
た
も
の

第4条
1(1)

理事長への報告

経過後

処
分
制
限
期
間
を
経
過
し
た
場
合

処分制限期間内

手続不要

無

第5条
1(２)

第5条
1(5)

承認申請

無
有（抵当権実
行の場合）


